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〈助成基準要項〉

【実施にあたっての注意事項】
・KEIRINマークの表示が確認できない作成物に係る経費は対象経費
とはならない

・当該事業年度の対象経費となるのは、補助対象期間内に契約（申込）
を実施した経費のみ

【満足度調査の実施】
・対象：参加者（選手、監督・役員）、主催者

・調査方法：回答フォーム（WEB）



〈助成対象経費基準表〉～謝金～

【証拠（提出）書類】

・謝金支給者名簿（兼）支出明細表（様式5）

・領収書（または銀行振込伝票）

・報酬・料金等の所得税徴収高計算書（写）領収書（源泉徴収を行った場合のみ）

【留意事項】

・訂正時は、該当部分を二重線で消し、原則、受領者本人が訂正印を押すこと

・名前と住所（番地まで）は自筆で記入すること

・源泉徴収は、所轄の税務署の指導に基づき処理をすること

・日当は対象外

・領収日が従事期間中や従事期間前である場合は対象外



〈助成対象経費基準表〉～印刷費～

【証拠（提出）書類】

・見積書・契約書（1件20万円未満は請書でも可）

・納品書

・請求書

・領収書（または銀行振込伝票）

・作成印刷物配布先等一覧（様式7）

・「競輪の補助事業である」旨が示された印刷物（現物）

報告書は対象外



〈助成対象経費基準表〉～会場費～

＜会場借上げ＞ ＜会場設営費＞

【提出書類】
・使用明細が記載されたもの
（「使用月日」および「国スポブロック大会会
場使用料」が明確に分かるように）

・領収書
（または銀行振込伝票）

・見積書
・契約書
（1件20万円未満は請書でも可）

・請求書
・領収書
（または銀行振込伝票）

【留意事項】 ・使用施設名、単価等が記載された書
類を添付すること

・作成した看板等にJKA補助事
業であることが示されている
ものに限り対象
・作成した看板等の写真を提出
すること



〈助成対象経費基準表〉～機材・備品借り上げ料～

【提出書類】

・見積書（見積合せをした際は、全社分）

・契約書

（1件20万円未満は請書でも可）

・請求書

・領収書（または銀行振込伝票）

【留意事項】
・会場備え付けの物品以外で備品を借り上げる場合は、上記の提出書
類を提出すること



〈助成対象経費基準表〉～写真～
【写真】

・総合開会式や各競技会場の風景

・競輪の補助事業であることが示されている看板や掲示物



〈KEIRINマークの表示〉
事業PR



〈KEIRINマークの表示〉

看板 プログラム等
「補助事業の表示」は、
全体面積の概ね10％以上

必ず表紙に競輪補助
事業である旨を記載



〈国スポ満足度調査の実施〉

【ご依頼事項】

・選手、監督、役員など選手団へ
のアンケートのご協力依頼

・二次元コードの会場での掲示等


